
第 66回 飛騨市新型コロナウイルス対策本部会議（結果） 

 

日 時：令和 2年 7月 29日（水曜日）8時 30分～ 

場 所：本庁舎 2階 会議室            

 

 

１．あいさつ 

  昨日の感染者発生状況について、岐阜県及び愛知県においても多数の報告があり、特に

注目する点として下呂市での感染者発生があった。感染者の傾向をみると、軽症者や若年の

感染者が多く、飛騨市においてもいつ感染者が発生してもおかしくない状況といえる。 

ただし、もし感染者が発生したとしても市民生活に大きな変化はない。全国を見ても、感

染者の発生により経済活動が止まったことはなく、対策としても、感染対策の徹底が最も重

要である。特に最近では一般的な会食や家族内における感染拡大が目立っており、国におけ

る感染対策未実施の店名公表の動きなども踏まえて、改めて飲食店等に対しても呼びかけ

を行っていく。また、市内経済の状況を見据え、市内感染者が発生したことを想定して、改

めて支援策の検討を行う。 

 

 

２．政策協議を踏まえての各部からの報告 

[総務部] 

・市税徴収猶予に関する相談及び申請についての状況報告。 

 

[企画部] 

・市長メッセージを本日発信予定。 

・総合相談窓口における相談対応状況の報告。 

・市ホームページ「困りごと」フォーム受付状況の報告。 

 

[市民福祉部] 

・コロナ対策“安心安全宣言”登録店舗数の報告。 

・安心安全コーディネーター講習を 7月 31日（金曜日）19時から開催予定。 

・国民健康保険料の減免申請受付状況の報告。 

・生活相談対応状況の報告。 

・生活資金貸付制度についての実績報告。 

・子育て世帯への臨時特別給付金について 

・７月２２日に開催した高原郷ケアネット（リモート開催）について。 

・国における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に係る申請受付が開始。 



[農林部] 

・ほうれん草及びトマトの卸価格及び出荷量についての情報共有。 

・酒米、そば、川魚など、今後の状況及び対策を整理、検討中。 

・新規就農者の現地体験について。 

・飛騨牛枝肉価格動向の報告。 

 

[商工観光部] 

・７月２２日に開催された、ＧＯＴＯトラベルの説明会に参加。（市商工課・観光課） 

・ビジネスサポートセンターにおける社会保険労務士による無料相談会の開催について。 

・７月４連休中における主要観光施設の入込状況についての報告。 

・飛騨市観光動態について、アンケートを実施中。 

・市内事業者における定点観測、スポット調査の報告。 

 

[基盤整備部] 

・経済対策住宅リフォーム補助事業の事務進捗状況の報告。 

 

[教育委員会] 

・教職員における新型コロナウイルス感染防止の対応について。 

・部活動の実施に係る、中体連市村交流大会の開催検討について。 

・各学校における行事（運動会、体育祭、修学旅行など）の開催検討について。 

・学校における出欠席状況の報告。児童・生徒の体調管理について。 

・「地域活動の支援補助制度」に関する問い合わせの受付状況について。 

・給食センターにおける職員の対応について。 

 

[市民病院] 

・１１月７日（土曜日）に開催を予定していた病院祭を開催中止とした。 

・中部学院大学の看護学生受け入れの一時中止について。 

・院内会議における面会対応の検討について。 

 

 

３．新型コロナウイルスへの対応等について 

[市民福祉部] 

・新型コロナウイルス感染症患者に対する地域医療提供体制について 

 

[市民保健課] 

・国から発せられた、『感染拡大予防ガイドライン及び「新しい生活様式」の定着に向けた



都道府県の取組状況等に係る調査結果等について』及び「８月１日以降における催物の開催

制限等について」。 

・安心安全コーディネーター講習の開催について。 

 

[神岡振興事務所] 

・７月の４連休中の町内交通状況及び入込状況について。 

・宙ドームのお盆期間中の営業について。 

 

 [宮川振興事務所] 

・「飛騨まんが声優塾」の開催検討について。 

 

[河合振興事務所] 

・8月に開催予定のコンサート関連イベントについて、今年度の開催は中止となった。 

 

 

４．今後の方針について 

○感染対策再徹底の周知・注意喚起について 

→・現在実施している広報内容の見直し。 

 ・福祉施設及び医療機関にむけた感染対策再点検の呼びかけ。 

 

○市職員における感染対策について 

→・手指消毒等の基本的感染対策と都市部等への出張時における感染対策の再徹底。 

・解熱後の対応についてのガイドライン策定を検討する。 

 

○現状の対策・課題について、対策チームにおいて再検討を行う。 

 

 

５．その他 

  次回会議開催予定：令和 2年 8月 5日（水曜日）8時 30分～ 


